
令和３年度 石狩市地域防災計画 一部修正案の主な内容 
令和４年２月 

 

１ 災害対策基本法の一部改正に伴う修正                 

（１）避難勧告・避難指示の一本化 

  避難情報の修正、避難情報の見直しに伴う警戒レベルに応じたとるべき行動の修正 

 

（２）個別避難計画の作成 

  避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成について追記 

 

 

２ 北海道地域防災計画/北海道水防計画の修正内容を反映                   

 

 

３ その他時点修正等                         
 

（１）指定緊急避難場所、指定避難所の変更： 

[新規]摺鉢山会館、［削除］床丹会館、川下コミュニティーセンター 

（２）災害時応援協定事業者の追加 

（３）社名変更・組織変更等の反映 

 


